


序　　　　　文

　日本国政府は、モロッコ王国政府の要請に基づき、同国の地方基礎教育改善に係る調査を実施

することといたしました。

　国際協力事業団は、本格調査に先立ち、本件調査を円滑かつ効果的に進めるために、平成15年

５月21日から６月１日の12日間にわたり、東京工業大学大学院教育工学開発センター 牟田 博光

教授を団長とする事前調査団を現地に派遣しました。

　調査団は、本件の背景を確認するとともに、モロッコ王国政府の意向を聴取し、かつ現地踏査

の結果を踏まえ、本格調査に関する実施細則（S／W）に署名しました。本報告書は、今回の調

査を取りまとめるとともに、引き続き実施を予定している本格調査に資するためのものです。

　終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。

　平成 15 年６月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国際協力事業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　　泉　堅二郎
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第１章　事前調査の概要

１－１　要請の背景

　モロッコ王国（以下「モ」国と記す）の初等教育純就学率は、58％と周辺諸国と比較してかな

り低く（アルジェリア 93％、チュニジア 94％、1990 年）、また成人識字率も 39％と低いもので

あった（1990年）。「モ」国政府はこの状況を改善すべく、基礎教育普及を重要な国家政策と位置

づけ、社会経済開発計画（2000～ 2004年）において、小学校への６歳全入・小学校修了率 90％

等の目標を定めた。さらに1999年には教育国家憲章を制定し、国王自らが率先して教育普及を促

進する方針を明確に打ち出している。

　世界銀行や米国国際開発庁（USAID）等のドナーによる教育開発協力も行われ、その結果2001年

には純就学率は全国レベルで90％にまで上昇した。就学率における都市・地方間格差は徐々に改

善されつつあり、量的な面での問題は以前に比べれば軽減されてきている。しかし、教育システ

ムの効率が依然として悪く、初等教育修了率は 62％（2001 年）にとどまっている。その原因と

してあげられるのが、地方部における退学や留年の多さである。貧困や文化的要因等の「学校外」

に存在する要因がこれらの高い退学率や留年率の原因のひとつであるが、一方で「学校内」の要

因、とりわけ施設設備等のハード面、及び教員等のソフト面でみた教育サービスの「質」が低い

ことも退学・留年の引き金になっていると考えられる。

　「モ」国では、従来の中央集権型行政モデルには効率性の面で問題があるという認識から、教

育分野での地方分権化を推進中であり、中央レベルから主に州レベル（州教育委員会）への権限

委譲を徐々に行っている。従来は中央においてなされていた意思決定が、州によってなされるこ

とで、更に下の県レベル及び学校レベルのニーズが行政により反映されやすくなることが期待さ

れる。前述の地方部における教育問題の改善には、従来のトップダウン型だけではなく、各県・

各学校が主体となって自らの問題やニーズを分析し、各々のニーズに合致する種々の活動を自主

的に行っていく、という「ボトムアップ型教育改善アプローチ」を適宜取り入れることが有効で

あると考えられるが、地方分権化が進めば、このようなアプローチもより活用しやすくなること

が予想される。しかし、県レベル及び学校レベルにおいては、過去に自主的に計画策定・実施を

行った経験が多少あるものの、いずれも不十分なものにとどまっており、ボトムアップで教育改

善を行うためのモデルが確立されるまでには至っていない。また、そのモデルの活用に必要な計

画策定能力や実施能力も十分とはいえない状況にある。地方分権化の目的のひとつである「草の

根のニーズを政策・予算執行に的確に反映させることによる効率的な地方教育改善」を達成する

ためには、中央や州レベルだけではなく、県や学校レベルというシステムの下部に位置する組織

の一層のキャパシティー・ビルディングが不可欠である。

　さらに、システムの末端に位置するコミュニティーにおいては、学校運営に積極的に関与して
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いるとはいえず、コストシェアリングもほとんど行われていない状況であるが、学校レベルでの

教育改善運動へのコミュニティーの積極的参加を促進することも、ボトムアップ型アプローチを

持続的に行っていくためには必要であると考えらえる。

　このような状況下、「モ」国政府は2003年、我が国に対し、地方部におけるボトムアップ型教

育改善モデルの提示を目的とした開発調査の実施を要請してきた。

１－２　事前調査の目的

　前項に記した要請の背景を確認したうえで、調査方針等について「モ」国側と協議を行い、本

格調査の範囲等の確定などを目的として2003年５～６月に事前調査を実施した。事前調査の具体

的な目的は以下のとおりである。

　（1）先方政府の要請内容及び意向の確認

　（2）本格調査実施に必要な情報収集、既存データの確認

　（3）先方受入体制・実施体制の確認

　（4）現地踏査（教育現況調査）

　（5）実施細則（S／W）、協議議事録（M／M）への署名取得

　（6）本格調査実施方針・内容の協議・検討

１－３　調査団の構成

　なお、全行程を通じ、JICAモロッコ事務所、柴田和直職員が同行。

担　当 氏　名 所　　　属

総括／教育計画 牟田　博光 東京工業大学大学院教育工学開発センター教授（団長）

教育協力 山口　直子 国際協力事業団社会開発協力部社会開発協力第二課ジュニア専門員

調査企画 大木　憲一 国際協力事業団社会開発調査部社会開発調査第一課ジュニア専門員
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１－４　事前調査の日程

１ ５月21日（水） 東京発、パリ着 パ　リ

パリ発、ラバト着

２ ５月22日（木） ・JICAモロッコ事務所にて打合せ ラバト・外務協力省表敬
・国家教育青年省（MNEY）とのS／W協議

→メクネスへ
・ メクネス＝タフィラレト州教育委員会との協議

３ ５月23日（金） →ケニフラへ ミデルト・ケニフラ県教育省支局との協議
・小学校視察（ブミアコミューン）
→ミデルトへ

→ミッスーへ
・ブルマン県教育省支局との協議

４ ５月24日（土） ・ 小学校視察（支局に隣接） エラシディア→エラシディアへ
・エラシディア県教育省支局との協議
・小学校視察（支局近郊コミューン）

５ ５月25日（日） →フェズへ
団内打合せ フェズ

・フェズ＝ブルマン州教育委員会との協議
→セフルーへ

６ ５月26日（月） ・セフルー県教育省支局との協議 ラバト
・小学校視察
→ラバトへ

７ ５月27日（火） ・カナダ国際開発庁（CIDA）訪問
・日本国大使館訪問 ラバト

・MNEY、州教育委員会代表、県教育省支局代表との
　S／W協議

８ ５月28日（水） ・USAID訪問 ラバト
・欧州連合（EU）訪問
・ローカルNGOとの面談

９ ５月29日（木） ・ローカルコンサルタントとの面談
・MNEYとのM／M協議 ラバト

・S／W、M／M署名
10 ５月30日（金） ・日本国大使館報告 ラバト

・JICAモロッコ事務所報告

（牟田）ラバト発、パリ経由、東京へ 機　内
11 ５月31日（土）（山口）カサブランカ発、ローマ経由、アディスアベバへ 機　内

（大木）カサブランカ発、フランクフルト経由、ヨハネスブルグへ 機　内

（牟田）東京着 ―
12 ６月１日（日）（山口）アディスアベバ着（他案件） アディスアベバ

（大木）ヨハネスブルグ発、リロングウェ着（他案件） リロングウェ

日順 月日（曜） 調査行程 宿泊地
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１－５　主要訪問先リスト

　面談者については付属資料３．及び付属資料６．を参照のこと。

（1）政府機関

・国家教育青年省（Ministry of National Education and Youth：MNEY）

・外務協力省（Ministry of Foreign Affairs and Cooperation）

・メクネス＝タフィラレト州教育委員会（Regional Academy of Education and Training of

Meknès-Tafilalet）

・フェズ＝ブルマン州教育委員会（Regional Academy of Education and Training of Fès-Boulmane）

・ブルマン県教育省支局（Provincial Delegation in Boulmane）

・エラシディア県教育省支局（Provincial Delegation in Errachidia）

・ケニフラ県教育省支局（Provincial Delegation in Khénifra）

・セフルー県教育省支局（Provincial Delegation in Sefrou）

（2）他ドナー

・カナダ国際開発庁（CIDA）

・欧州連合（EU）

・米国国際開発庁（USAID）

（3）小学校

・ブミア（Boumia）コミューン（農村部）内小学校４校（分校、本校、自立校、私立学校）

（ケニフラ県）

・Farabi 小学校（自立校）（ブルマン県）

・Laksiba 小学校（自立校）（エラシディア県）

・Mezdou 小学校（分校）（セフルー県）

・Ain Janf 小学校（分校）（セフルー県）

・Ait Aikoum 小学校（分校）（セフルー県）

・Sentre 小学校（本校）（セフルー県）

１－６　協議概要

（1）先方政府の要請内容及び意向の確認

　初等教育に加えて中等教育、ノンフォーマル教育、及び就学前教育のニーズも確認した

が、scope が広がり過ぎ焦点がぼけることを避けるため、本調査においてはニーズが最も高
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い初等教育のみを対象とすることで合意した。また、本調査は、地方部における初等教育の

量的・質的改善のため、① 県教育改善計画・学校運営改善計画の策定、及び計画策定マニュ

アル・実施マニュアルの整備、② パイロット活動実施を通じた県行政官・学校運営関係者

の計画実施能力の強化、及びコミュニティーの学校運営への積極的参加の促進、③ ボトム

アップ型教育改善モデル活用促進のための提言、という３つのコンポーネントから構成され

ることを確認した。

（2）本格調査実施に必要な情報収集、既存データの確認

　当方が要望したコミューン内小学校分布状況や県レベル活動計画等の各種データ・資料を

受領した。またそのほかにも、地方分権化の進展状況、USAID、EU、CIDA等他ドナーの援助

動向、及びローカルコンサルタントやローカルNGOの状況等についても情報収集を行った。

　地方分権化に関しては、現在中央（MNEY）から州（教育委員会）への権限委譲が徐々に

進行中であるが、その流れを規定する具体的な計画は存在せず、分権化がスムーズに進んで

いるとはいい難い状況である。さらに下部の県（教育省支局）については、イニシアティブ

を発揮して独自の改善活動を行っている県も一部あったものの、その多くはいまだに教育省

出先機関的な要素を色濃く残しており、分権化が進んだあとに県レベルがどういう役割を果

たすことになるのかは、いまだ不明確である。

　ドナー動向に関しては、USAID は 1996 年以来行っている初等女子教育を対象とした

「MEG（Morocco Education for Girls）プロジェクト」を 2003 年９月に終了後、今度は中等

教育を対象とした新たなプロジェクトを実施する予定である。対象地域はまだ決まっていな

い。EU に関しては、現在「MEDA（MEsures D’Accompagnement）プログラム」の一環と

して初等教育支援を行っており、その対象県が当方と重なっている（ケニフラ県とセフルー

県）。内容は教室建設・修繕、柵建設、図書室整備、教材購入等である。2004年にフェーズⅠ

を終了するが、フェーズⅡを実施するかという点に関しては否定的であった。CIDAに関し

ては、現在短期的プログラムとしてMNEYを対象とした「戦略計画策定支援」「財政システ

ム構築支援」を行っており、さらに長期的プログラムとして「地方分権化支援」を計画中で

ある。先方は主に中央レベル及び州レベルを対象にトップダウンで支援を行うとのことであ

り、当方とはアプローチが異なるものの、同じ「地方分権化促進」を目標としているため、

今後も密な情報交換を行っていく必要がある。

　ローカルコンサルタント、ローカルNGOに関しては、USAID から得たリストから適宜選

択して面談を行い、当方が想定している分野の経験を彼らがもつことを確認し、本格調査で

のモロッコ人コンサルタントや NGO の有効活用の可能性を確認した。　
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（3）先方受入体制・実施体制の確認

　MNEYがカウンターパート機関、MNEY内の協力・私学振興局及び本調査用に設置され、

MNEYや州教育委員会の関係者から構成されるステアリングコミッティが調査実施上の各種

調整を行うことを確認した。それに加えて、州レベル及び県レベルにおいても、関係者をメ

ンバーとする運営委員会を設置することを確認した。また、カウンターパート要員について

は、MNEYから選出するのみならず、県教育省支局関係者、及び必要と認められる場合は学

校関係者を選出し、各県に設置される「実施チーム」のメンバーとすることで合意した。

（4）現地踏査

　本調査の対象県となるエラシディア県、ケニフラ県（メクネス＝タフィラレト州）、セフ

ルー県、ブルマン県（フェズ＝ブルマン州）の４県において現地踏査を行った（詳細は付属

資料６．を参照）。州教育委員会及び県教育省支局を訪問して面談を行ったのに加え、農村部

コミューンの公立小学校（自立校、本校、分校）、及び私立小学校を視察した。

　県によっては既に計画策定・実施の経験を多少もっていることが分かり、県のノウハウの

レベルによってトレーニングの内容を調整する（場合によっては進んでいる県のノウハウを

他の県に広める仕組みをつくる）必要性を確認した。計画策定に関しても、既に計画が存在

する場合は新たなものを一からつくるのではなく、その既存の計画を本調査の目的に合致す

るものに改善していくという作業が必要であることが分かった。

　自立校（écoles autonomes）は分校をもたず、アクセスの良い市街地に存在する。本校

（Secteur Scolaire Centre）は付属する複数（数はまちまち）の分校（satellites）とでSecteur Scolaire

というユニットを形成しており、本校の校長がすべての分校を一緒に管轄している。自立校

が設備や人的リソースの面で比較的恵まれている一方、本校や分校はトイレや井戸などの基

本的設備にも事欠いており、施設設備の整備に関するニーズは概して大きいが、同じタイプ

でも学校によってニーズにかなりばらつきがあることを確認した。一般に、都市部から離れ

たアクセスの悪い学校は、設備の面でも劣っている場合が多い。さらに、僻地には経験の浅

い教師が派遣されていることが多く、相談し合える同僚教師もいないため、僻地ならではの

問題（複式学級への対応等）に必ずしも対応し切れていないことがうかがわれた。教材に関

しては、教科書が有償であるにもかかわらず、農村部においても所持率が意外に高かった。

しかし、教科書以外の図書は不足しており、都市部の恵まれた自立校を除けば「図書コー

ナー」を備えている学校はほとんどなかった。

　MNEYによって地方部学校の改善活動が行われているが、なかには実際の現場のニーズを

無視しているような活動の例も見受けられた（農村部本校におけるマルチメディア教室の建

設等）。
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　コミュニティーによるコストシェアリングに関しては、選挙にからんだ寄付等を除くと、

農村部僻地においては現在ほとんど例がなく、労働奉仕以外の金銭的貢献を過度に期待する

のには無理があることを確認した。

（5）S ／ W、M ／ M への署名取得

　2003 年５月 30 日午前 10 時、ラバトのMNEY本省内にて、先方MNEY協力・私学振興局

長 Touhamia Wazzani 氏と当方団長 牟田 東工大教授との間で S／W、M／Mへの署名・交

換を行った。

（6）本格調査実施方針・内容の協議

　本格調査は、① 県教育改善計画・学校運営改善計画の策定及び計画策定・実施マニュア

ルの整備、② 県・学校レベルにおける計画策定・実施能力の強化、③ コミュニティーの

学校運営への積極的参加の促進、④ ①～③の結果を踏まえた「地方分権化ボトムアップ型

促進モデル」に関する提言を、合計約27か月間の工程で行うことについて先方政府と合意し

た。エラシディア県、ケニフラ県（メクネス＝タフィラレト州）、セフルー県、ブルマン県

（フェズ＝ブルマン州）の４県内の、計 100 ～ 150 校の小学校を対象にパイロット活動を行

うことを確認した。

　対象コミューン及び対象校に関しては、本格調査開始後、日本側と「モ」国側双方によっ

て合意されたクライテリアによって選択することとするが、基本的には農村部コミューン

（communes rurales）を選択し、またコミューン単位での活動やクラスター制度活用の可能性

を探るため、１コミューン当たりの学校数が少なくなり過ぎないように留意する。さらに、

学校選択の際は、本校及びその本校に属する分校すべてをまとめて選択する。

　パイロット活動の具体的な内容は各学校及び各県が策定する改善計画の内容によるが、想

定される例としては以下があげられる。

〔学校ベースの活動〕

①　教室及び基礎的学校施設（給水設備、トイレ、給食設備等）の整備

②　教育関連図書（教科書、副読本、読み物等）に対するサポート（購入、図書コーナー

の整備等）

③　保護者会の活性化

〔県ベースの活動〕

④　校長に対する学校運営能力の改善活動

⑤　教師に対するサポート（再訓練、教科研究会等）

⑥　教育の重要性に関する啓発活動
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⑦　県行政官に対する行政能力向上のための活動

　

　③から⑦までの具体的な内容の一例としては、以下を想定している。

③　既存の保護者会を拡張して教師も巻き込んだ PTA（Parent Teacher Association）を設

立し、コミュニティーの積極的参加による教育改善活動（自主教材作成、施設整備、課

外活動等）を行ううえで必要となるスキルに対する研修を行う。

④　学校レベルでの教育改善の鍵となる校長に対し、日常の学校運営業務の改善、また上

記①～③等の学校ベースのプロジェクトの効果的な運営に必要なスキルに対する研修を

行う。

⑤　県の教員養成校の協力を得た教員再訓練プログラムの策定、及び教員同士の組織づく

りをサポートし、複式学級に対する効果的な教授法や教材活用法等の改善を行う。

⑥　コミュニティーを対象にした教育ワークショップや登校促進キャンペーン等を実施

し、地域住民の教育に対する理解を深める活動を行う。また、教員に対しても、意識改

革を促すための活動を行う。

⑦　統計データ収集の意義及び計画策定への生かし方、教育評価のためのデータ作成手

法、プロジェクト管理のポイント、財政管理について等を含む、行政能力向上のための

研修を行う。

　詳細については、本格調査のなかで、各県の教育の現状、及び策定された県教育改善計画

案・学校運営改善計画案の内容を考慮しつつ決定する。
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第２章　本格調査への提言

２－１　団長所感

　今回の「モロッコ地方基礎教育改善計画調査」は、自分たちの抱えている問題とその解決策を、

学校や地域レベルで科学的に考察し、改善の努力をすることを、技術的、財政的なサポートを通

じて、持続可能な改善努力の仕組みをつくることにある。

　基礎教育の問題は、一般的には量的普及と質的向上である。JICAのプロジェクトチームが問題

点を発見し、応急的な対処をすることは決して困難ではない。例えば、女子のための便所の建設、

校舎のリハビリテーション、教材配布を行うことなどにより、問題の一部は解決されよう。しか

し、これら施設・設備を供与するだけでは、その場限りの問題解決にしかならない。オーナーシッ

プの問題も含め、持続的な改善の仕組みの確保をどうするかが最も重要である。

　類似の案件では、学校が父母に呼びかけていくらかのファンドを用意するものがある。大きな

お金の用意はできなくても、供与された施設・設備の維持管理ができる程度の資金が用意できれ

ば、サステナビリティの担保が出来る。しかし、「モ」国では親が学校にお金を出すことがほと

んどない。都市部にはPTAがあるものの、任意加入で、会費も年間10ディルハム（DH）ぐらい

と名目的だ。学校への寄付はないわけではないが、個人やNGOなどの篤志家が、ときには選挙

目当てで寄付をすることがあるだけである。

　お金を出す習慣のあるところで、それを少し増額してもらうことは可能であろうが、習慣のな

いところでお金を出させるわけにはいかない。しかし、労働奉仕は可能なようである。教育の重

要性を認識してもらうと同時に、自分たちに何ができるかを考えてもらうことが重要である。親

が労働力を負担するなり、コミュニティーに頼むなり、スポンサ－を見つけるなり、校長をはじ

め関係者に実行可能な案を考えてもらって、プロポーザルを出させるのがよい。物をあげても、

それを最低維持管理してくれなくては困る。そのための知恵を絞ってもらうのが大事である。

　多くの学校を支援対象にすれば良い知恵も出てくるだろう。知恵を競わせたり、出てきた知恵

をお互いに紹介することも重要である。PTAの相互交流を図り、お互いの知恵を披露し合うこと

も考えられる。互いに研修の講師にもなれる。

　広報誌やwebで良い活動を紹介することもできるだろう。さらに、インドネシアの地域教育開

発支援調査（REDIP）で実施しているように、すべての情報をwebに乗せてプロジェクトの透明

性を確保し、また、他ドナーも含め、外部の人が有益な情報を利用できるようにすべきである。

　最終的なサステナビリティの確保は州や県の予算配分システムの変更である。「モ」国の公的

教育支出は経済発展水準が類似の国々と比較して、決して他より少なくはない。しかも中央集権

システムをとっていれば、地域間、学校間格差は現状よりももっと小さくて済むはずである。基

本的な予算配分方式に問題があると考えるのが自然である。問題がある学校にあとどのくらいの
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予算を回せば問題が解決するか、都市部の学校の予算を減らし、田舎の学校の予算を増やす方法

はないかということをデータに基づき議論する必要がある。透明性の高い予算配分の方法をつく

る必要がある。この開発調査で、望ましい予算配分方式が提案できれば有意義である。

　現在の「モ」国の教育制度では、ボトムアップで要求を汲み上げ、トップダウンで解決するよ

うな形の解決策が当面現実的ではないかとも思う。日本も中央集権の国だったが、地方分権を日

本流にアレンジして、今日に至った。「モ」国も、地方分権の考え方を大事にしながら、しかも

「モ」国の歴史・風土に合った改革ができないものだろうか。欧米流のボトムアップアプローチ

ではなく、「モ」国風ボトムアップアプローチを見つけ、定着させることは、アメリカやヨーロッ

パの援助ではできず、日本にこそできる協力ではないかと思われる。

　ボトムアップの基本的な考え方は普遍的なものであろう。しかし、それを実際の仕組みとして

どのようにつくりあげていくかは、国や時代の事情によって変化があって当然である。「モ」国

で成功すれば、他の中東諸国にも参考になるモデルとなろう。なかなか手ごわい国ではあるが、

その分、努力の甲斐もあるというものだ。

２－２　本格調査への提言

２－２－１　本格調査実施上の留意点

（1）「モ」国特有の状況への対応

　「モ」国においては、公用語がフランス語及びアラビア語であり、社会経済文化、法体

系、商習慣、契約等に対する考え方等においても日本とは異なる面が多々存在すると考え

られる。したがって、本調査のスムーズな遂行のためには、その状況を考慮した適切な調

査実施体制を整える必要がある。まず、調査団のなかに、「モ」国での一定の業務経験及び

フランス語能力を有す団員を業務調整団員等として含むことが望ましい。また、現地リ

ソース（ローカルコンサルタント等）を情報収集や研修等の際のアシスタントとして積極

的に活用していく必要もある。さらに、「モ」国公式文書にはアラビア語でのみ入手可能な

ものが多いので、現地リソース等による迅速な翻訳実施体制を整備し、その体制を、アラ

ビア語マニュアル作成においても十分に活用する。

（2）持続性確保

　本調査において実施されるパイロット活動は、ボトムアップ型モデルの活用可能性、及

びそのための条件の検証のために、各学校・各県がそれぞれ策定する学校運営改善計画・

県教育改善計画の一部をパイロット的に実施するものである。その「実証活動」という性

格だけをみれば、本調査終了後もこれらの活動をその地域で継続して行えるようにする

（「持続性」を確保する）必要はない、といえるかもしれない。しかし、パイロット活動に
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よって検証しようとしている「ボトムアップ型教育改善モデル」そのものは、JICAが援助

をせずとも「モ」国側だけで持続的に活用していけるものでなければならない。したがっ

て、パイロット活動実施プロセスのなかでも、草の根レベルで教育改善を持続的に行って

いくためにはどうすべきか、ということを模索していく必要がある。その一環として、各

学校・各県がプロポーザルを提出する際に、パイロット活動費の一部を各学校・各県で負

担するためのアイデアを盛り込むこと等を想定している。

（3）予算配分システム

　「モ」国地方部における教育問題の解決には、それ相応の経済的リソースが必要となる。

本調査の成果として提示されるボトムアップ型モデルを活用することにより、現在地方に

下りてきているリソースをより効率的に使えるようになることが期待される。さらに、上

記（2）で述べたようにコミュニティー参加を促進することによってもある程度のリソース

は確保できる。しかし、「２－１　団長所感」においても指摘されているように、予算配分

のシステムが不適切で、地方に下りてきている予算がそもそも絶対的に少ない、という問

題についても考察する必要がある。都市－地方間格差の是正のためには、ボトムアップ型

アプローチの促進のみならず、トップダウン型で行われている既存の予算配分の問題の改

善にも同時に取り組んでいかなければならない。したがって、現状分析の段階で、予算配

分システムの現状、及びその都市－地方間バランスを把握したのち、計画策定・実施段階

でニーズと予算のギャップを明確にしたうえで、最終的に予算配分システムの改善を提言

に盛り込む必要がある。

（4）パイロット活動対象コミューンの選択基準

　パイロット活動対象コミューンを選択する際には、ある一定の「基準」を定めて行うこ

ととなる。基準検討にあたっては、

①　客観的指標

・JICAの他案件（「地方村落医療施設・機材整備計画」、「東部アトラス地域伝統灌漑

施設（ハッターラ）改修・農村開発計画調査」）の存在

・就学率や留年率、小学校修了率やそれらの男女格差

・施設設備の充実度

・幹線道路からの距離

・校長の出身地（その県・コミューン出身か否か）、等

②　主観的指標

・教育改善に対するコミューンの意欲
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・コミューンのまとまりの良さ、等（県視学官等のレーティングによるもの）

の両方を考慮する必要がある。①については条件の良いコミューンから悪いコミューンまで

幅広く選択するのに対し、ボトムアップ型アプローチのモデル確立の観点から、パイロット

活動のスムーズな実施の鍵となる②については条件の良いコミューンを重点的に選択する必

要があると考えられる。

（5）モチベーションを高める方策

　各県・各学校において、人々が労力を費やして主体的に教育改善活動を行うためには、

経済的リソースとともに、各人にとっての何らかのインセンティブが存在することが必要

である。児童の親にとっては、質の高い教育を受けることでその児童が将来的により良い

仕事に就けるのでは、という期待がそのインセンティブになり得るであろう。一方、学校

の教師や校長、及び各県の行政官に関しては、その学校やその県の教育の状況が改善され

ることによる経済的インセンティブとしては、例えば昇進のためのプラス条件とすること

等が考えられるが、本調査においてそれを取り入れるのは不可能である。パイロット活動

で良い結果を出すことによって得られる各個人の満足感はインセンティブ（モチベーショ

ン）となり得るが、それを「客観的」にも評価されるような形にすることで、モチベーショ

ンはより高まることが期待される。したがって、各県・各学校のモチベーションを高める

ために良い意味での「競争」を奨励し、パフォーマンスの良い県・学校の活動に関して積

極的に広報活動を行うこととする。また、特にパフォーマンスが良いと判断された「モデ

ル校」への視察ツアーを実施する、等の活動も行っていく必要がある。

（6）国状に適した形でのモデルの提言

　本調査の最終成果のひとつである「ボトムアップ型教育改善モデル」の検討は、「モ」国

特有の事情や地方分権の進捗状況等を十分に考慮したうえで、既存のトップダウン型シス

テムを完全に否定してモデルをつくるのではなく、トップダウン型システムのなかでボト

ムアップ的視点をどう活用し、中央レベル及び地方レベルで格差をいかに是正していく

か、という観点から行う必要がある。また、国、州、県そして学校の各レベル間の連携、

フィードバック、及びインセンティブを含む体制についてもモデルで提示する。さらに、

提言には、調査開始時に把握した予算配分状況の改善についても必要に応じて盛り込む。

２－２－２　本格調査の目的

　本調査は、「モ」国地方部における初等教育を量的及び質的に改善することによって、都市・

地方間格差是正に資するため、① 教育分野における地方分権化をボトムアップで促進するた
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めの県教育改善計画・学校運営改善計画の策定、及び計画策定マニュアル・実施マニュアルの

作成、② 県行政官・学校運営関係者の上記①に係る計画・実施能力の強化、③ コミュニティー

の学校運営への積極的参加の促進、④ 上記①～③の成果を踏まえたボトムアップ型教育改善

モデル促進のための提言、を行うことを目的とする。

　地方部における問題の改善には、まずそれぞれの地域、学校が抱える問題の根源は何かを把

握し、それらに対応した解決策を考える必要があるが、「モ」国のような多様性に富む国にお

いては、地域・学校によって問題・ニーズが異なるのは自然なことである。このような状況下

では、広い地域にわたって同内容のプロジェクトを一律に行うよりは、各学校のニーズを最大

限尊重した多様な活動を行うことで教育の改善を試みる方が有効である。県レベル及び学校レ

ベルでの教育改善計画策定（マイクロプランニング）のための研修をワークショップやセミ

ナーを通じて行い、そこで策定された計画案に基づいた内容のパイロット活動を実施し、地方

分権化の下、教育の質の改善をボトムアップ型で進めていくためのモデルづくりに必要な知見

を得る。

　現在「モ」国では教育行政の地方分権化が進みつつあるが、権利を委譲され自立的に活動を

行っていくことが期待されている地方の行政機関、州教育委員会や県教育省支局には、組織と

してそのような経験が不十分であり、行政能力はもとより、教育改善活動の管理運営能力につ

いても十分だとはいえない状況である。県・学校レベルが主体となってパイロット活動を行う

という実施体制により、教育改善活動のための一連のプロセスを経験してもらうことで、ロー

カルレベルでの管理運営能力の強化を図る。

　また、地方部における教育の質の改善には、コミュニティーの関与及び協力が重要な役割を

果たす。アクセスが不便な僻地のコミュニティーにおいて、面的な広がりをもった教育改善を

行うには、従来のようなトップダウン型の活動ではなく、コミュニティーを巻き込んだボトム

アップ型の活動が不可欠である。しかし、現状では学校活動へのコミュニティーの参加の度合

いは高いとはいえないため、本調査は、この点においても改善をめざし、コミュニティー参加

促進をパイロット活動の重要な一コンポーネントと位置づけることとする。

　本調査における直接のアウトプットは、対象地域においてボトムアップ型で計画が策定、実

施され、教育の質が改善することであるが、それだけにとどまるのでは、地域的に限定された

成果にとどまり、「モ」国全体として教育における地方分権化が促進されることにはならない。

そこで本調査では、得られた知見を基に、他地域においても適用可能な形の「ボトムアップ型

教育改善」モデルに関する提言を行う。このモデルの活用、作成された計画策定・実施マニュ

アルの活用、及び当該地域行政官・学校関係者のキャパシティー・ビルディングを組み合わせ

て行うことにより、他地域においても教育改善活動をボトムアップ型で促進することが可能と

なる。



－ 14 －

２－２－３　調査対象地域

　本調査におけるパイロット活動の対象県は、ケニフラ県、エラシディア県（以上メクネス＝

タフィラレト州）、ブルマン県、セフルー県（以上フェズ＝ブルマン州）の４県とする。これ

らの県は、「JICAの他セクターの案件（保健、給水）が入っている」「他ドナーによる教育開発

プロジェクトが集中していない」等の基準で先方政府によって選択された２州の中から２県ず

つ、教育指標が相対的に低い農村部中心の県として選択された。

　これら４県において、本格調査開始後、一定の基準に基づき、パイロット活動の対象とする

農村部コミューン（communes rurales）を選定する。使用する基準に関して、調査団側と「モ」

国側で協議し合意する。コミューンの数については、調査団側が監理できる範囲内で、対象学

校数が合計で 100 ～ 150 校程度となるように設定する。

　コミューン決定後、パイロット活動の対象とする学校を選定する。対象コミューン内の自立

校（écoles autonomes）、本校（secteur scolaire centre）及び分校（satellites）の３タイプの小

学校各校の、パイロット活動対象校としての妥当性について県実施チームと協議したのち、最

終的に対象校を決定する。

　本調査の最終的アウトプットである「ボトムアップ型教育改善モデル」は、パイロット活動

対象県（以下、「対象県」とする）のみならず「モ」国国内の他地域においても活用可能なも

のでなければならない。したがって、モデル策定の対象地域は「モ」国全土とする。

２－２－４　調査業務の範囲及び内容

　本調査は次の３段階に分け実施するものとする。

（1）第１年次：国内準備作業から第１次現地作業まで

　教育政策・計画・行政組織・現場の現状を把握したのち、県教育改善計画案、学校運営

改善計画案を策定、計画策定マニュアル案・計画実施マニュアル案を作成し、その内容を

踏まえたパイロット活動の実施方針を策定する。

（2）第２年次：第２次現地作業

　パイロット活動を学校レベル及び県レベルで実施し、モニタリングを行う。モニタリン

グの一環として、中間評価セミナー及びモデル校視察ツアーを実施する。

（3）第３年次：第３次現地作業から第２次国内作業まで

　引き続きパイロット活動を実施し、その結果得られた知見を生かして、県教育改善計

画、学校運営改善計画、及び計画策定マニュアル、計画実施マニュアルを作成するととも
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に、ボトムアップ型教育改善モデルに関する提言を行い、そのモデルを活用するための具

体的な実行計画を策定する。

1） 基礎教育に係る現状分析

　以下の項目について、プロジェクト形成調査、及び事前調査において収集された資料の

ほか、既存の調査結果や資料のレビューを行うとともに、関係機関のヒアリングを実施

する。

①　既存の国家開発計画・教育計画等のレビュー

②　関連プロジェクトのレビュー

③　教育行政組織及び対象県教育現場の現状把握

④　教育予算配分システム

2） パイロット活動対象コミューン・学校の決定

　対象県各県において、調査団側と「モ」国側で協議し合意した基準に基づき、パイロッ

ト活動の対象とするコミューンを選定する（使用する基準に関しては「２－２－１　本格

調査実施上の留意点」参照）。コミューン決定後、県実施チームと協議し、パイロット活動

の対象とする学校を選定する。

3） 計画策定に係る研修

　県及び学校レベルでの教育改善計画策定（マイクロプランニング）のためのマニュアル

案（学校用、県用、計２種）を作成する。内容に関しては、「モ」国県教育計画、及び既存

の学校計画の全般的レベルを考慮して決定するが、現状把握のための情報収集の方法、問

題・ニーズ・リソース分析の手法、コスト分析の手法等を含むこととする。県が対象のも

のと学校が対象のものを各１種ずつ、計２種類作成し、その内容・深度は各レベルの役割

に見合ったものに設定する。

　作成したマニュアル案を活用しながら、４県それぞれにおいて、県実施チームのメン

バー、及びパイロット活動対象校学校運営委員会の委員に対し、計画策定プロセスに係る

マイクロプランニング研修をワークショップ形式で行う。

4） 学校運営改善計画案・県教育改善計画案の策定

　各学校において、学校運営改善計画案の策定を行う。計画案の内容は、問題解決のため

の目標・戦略・活動、達成度を測るための指標、その指標のターゲット、必要なリソース・

コスト・財源等を含むこととする。その後、策定された学校運営改善計画案を踏まえ、各

県において、県教育改善計画案の策定を行う。計画策定は、マニュアル案及び研修で得ら

第１年次：現状分析及び計画案策定、パイロット活動準備
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れたスキルを活用し、各学校及び各県が主体となって行い、調査団側は必要に応じて助言

を行う。

5） 計画実施に係る研修

　策定した計画を実施するうえで必要となる予算書・決算書作成方法、プロジェクト・サ

イクル・マネージメント（PCM）によるモニタリング評価手法、活動を実施するうえでの

業者の選定・監理の手法等に関してのマニュアル案（学校用、県用、計２種）を作成し、

それを活用しながら、県実施チームメンバー及び学校運営委員会委員に対して研修を行

う。同時に、パイロット活動プロポーザルの作成方法に関しても研修を行う。

6） プロポーザル作成・審査・承認

　県実施チーム及び学校運営委員会は、県教育改善計画案・学校運営改善計画案で定めら

れた各活動のなかから本調査でパイロット活動として行うべきものを選定する。その後、

活動の背景、目的、ターゲット、活動内容、予算、コストシェアリングのアイデア、コミュ

ニティーの参加、アウトプット指標、アウトカム指標等をパイロット活動プロポーザルと

して作成し、調査団に提出する。提出されたプロポーザルを、県教育改善計画案・学校運

営改善計画案との整合性、コスト、実施期間、調査団側のキャパシティー、本調査終了後

の持続性等の観点から「モ」国側と協力しつつ審査し、パイロット活動対象案件として妥

当であるものについては承認を行う。

　プロポーザル承認後、各県・各学校は、承認されたプロポーザルの内容に基づいてより

詳細なパイロット活動実施計画を策定する。

7） ベースライン調査

　パイロット活動対象地域においてベースライン調査を実施する。ベースライン調査は、

パイロット活動実施中及び実施後の評価時に、パイロット活動実施前の情報として活用さ

れる。この点を考慮し、調査の範囲、項目、深度、調査手法、及び解析手法を設定したう

えで実施する。

8） 広報活動計画の策定

　本調査では、プロモーションビデオ・ニュースレター・ポスター・ホームページ等を使っ

て調査の内容及び成果について広報活動を行う。広報活動の目的・対象者・内容等を「モ」

国側と検討し、より効果的な広報メディアを作成・配布するために広報活動実施計画を策

定する。
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1） パイロット活動実施セミナーの開催

　パイロット活動の開始にあたって、その目的、目標と活動内容、期待される成果、準備

状況、実施体制等を確認し、共通認識をもつために、「モ」国側カウンターパート及び対象

県実施チームメンバー、学校委員会メンバーを対象とした「パイロット活動実施セミ

ナー」を開催する。その際には、活動実施の際に懸念される事項について、作成した活動

実施マニュアルを活用しながら確認を行う。

2） パイロット活動の実施

　県実施チーム及び各学校の校長・学校委員会メンバーが主体となり、それぞれのパイ

ロット活動を、活動計画に従って実施する。現地再委託契約を行ったローカルコンサルタ

ントが実施内容のモニタリング・助言を行う、という形で、円滑なパイロット活動の実施

を図る。

　学校レベルでのパイロット活動資金は、作成されたプロポーザルの内容に従い、可能で

あれば JICAと地元コミュニティーの双方の負担とする。コミュニティー負担の可能性を

探るうえでも、対象学校の地元コミュニティーに対して、本調査及びパイロット活動につ

いての説明を行い、理解を得る。

3） 中間評価セミナーの開催

　パイロット活動期間の中間時点で、調査の対象となった県・学校より、県実施チームメ

ンバー及び学校委員会メンバー（50～ 100名程度）を集め、これまでのモニタリング結果

に基づき、それぞれのパイロット活動の実施状況につき報告し合うセミナーを開催する。

その際には、成功例・改善点などを協議しつつ、情報共有の場となるよう工夫する。

4） モデル校視察ツアーの実施

　これまでのパイロット活動において、パフォーマンスが良いと判断された「モデル校」

を各県で数校（活動タイプが異なる学校）選択し、その県における他の学校の学校委員会

メンバー及び県実施チーム（必要に応じて州教育委員会及び教育省中央レベル行政官を含

む）を対象としたそれらモデル校の視察ツアーを実施する。視察の際には、単なる見学に

とどまらず、問題点や教訓の共有が十分にできるような場を設ける。また、「モデル校」に

おける成功事例に関しては、第１年次に定めた広報活動計画に従い、積極的に広報を行

う。

第２年次：パイロット活動実施
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1） パイロット活動実施の継続

　第２年次と同様の要領で、パイロット活動を継続する。

2） 終了時評価

　パイロット活動終了後、第１年次に実施したベースライン調査と同じ調査の範囲、項

目、深度、調査手法及び解析手法で、終了時調査を実施する。その結果を基に、パイロッ

ト活動による成果を分析･評価する。

3） 学校運営改善計画・県教育改善計画の策定

　県実施チーム及び学校委員会は、第１年次に作成した県教育改善計画・学校運営改善計

画案に、パイロット活動で得た知見を反映し、同計画の最終版を策定する。調査団は、

「モ」国側カウンターパート及びローカルコンサルタントと協力し、適宜助言を行う。

4） 計画策定マニュアル・計画実施マニュアルの作成

　第１年次に作成した計画策定マニュアル案・計画実施マニュアル案に、パイロット活動

で得た知見を反映し、同マニュアルの最終版を作成する。

5） ボトムアップ型教育改善モデルの提示

　学校レベル及び県レベルにおける計画策定、さらにパイロット活動の実施を通じて得ら

れた知見を活用しながら、「モ」国において学校や県が更なる主体性をもってニーズの把

握、計画策定、教育改善活動実施に関与していくための「ボトムアップ型教育改善モデ

ル」を提示し、その活用に係る提言を行う（「２－２－１　本格調査実施上の留意点」を参

照）。

　また、モデルの提示に加えて、そのモデルの活用を促進するために、具体的な実行計画

を策定する。実行計画には、モデルの活用に必要な活動を、その活動を行うべき主体やタ

イムフレームとともに示すこととする。

２－２－５　要員構成

　調査団の構成は、おおよそ以下を目安とする。

　総括／教育計画、地方教育行政、マイクロプランニング、教育財政、教育施設・機材整備、

学校運営、教員研修／教材開発、コミュニティー開発（住民参加）。

第３年次：パイロット活動実施継続、及びボトムアップ型教育改善モデル提示
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